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(公財）全国中小企業取引振興協会 会長 殿 
都道府県下請企業振興協会 理事長 (別紙参照) 殿 

 
             

           経 済 産 業 大 臣 
                     
 

熊本県熊本地方の地震により影響を受けている下請中小企業との取引に

関する配慮について 
 

平成 28 年 4 月 14 日に熊本県熊本地方で発生した地震によって、九州地域において工

場の操業停止や交通インフラの損害が確認される等、当該地震の発生に伴う取引上の影

響は、九州地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広

がる可能性があります。 
過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、

支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談

が寄せられたところです。 
関係事業者団体を通じて親事業者に対して、地震の発生を理由として下請事業者に一

方的に負担を押しつけることがないよう十分に留意すること、今回の地震によって影響

を受けた下請事業者との取引に関して配慮すること、を周知徹底したところです。 
貴団体におかれましては、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれら

の影響を最小限とするため、下記の事項について措置を講じて頂くよう要請いたします。 
 

記 
 
１．下請かけこみ寺において、今回の地震に伴う中小企業からの取引上の相談に対して、

きめ細かく対応すること（別添の参考参照） 
２．今回の地震の影響により、事業活動に支障が生じている中小企業に対して、優先的

に取引あっせんを行うこと 
３．貴団体においても、別添の要請内容の周知に加え、被災地域の都道府県下請企業振

興協会から提供される被災中小企業の操業状況等の情報の周知に御協力いただくこ

と 
※３．の別添は、『熊本県熊本地方の地震により影響を受けている下請中小企

業との取引に関する配慮について』（関係事業者団体代表者あて要請文書） 

別添２ 
 

経済産業省  
 



 

（参考） 
 
○東日本大震災に関連する Q＆A（公正取引委員会ホームページから引用） 
 http://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/23jishinqa.html 
 
 今次の震災（＊中小企業庁注 東日本大震災のこと）に関連した質問等についての考

え方を以下のとおり取りまとめました。 
 
問 1 

震災後，生活物資等の流通が滞っていることに伴い，商品等の販売価格が上昇してい

るようですが，独占禁止法上の問題はないですか。 
. 
答 
 今次の震災により，東北・関東地区における生産活動及び物流機能が大きな被害を受

け，生活必需品を含め物資の供給に支障が生じています。今後，こうした事態に便乗し

て生活必需品等の物資に関して価格カルテル等の独占禁止法違反行為による不当な価

格引上げが行われることがあれば問題となりますので，公正取引委員会としては，その

ような行為がないかどうか監視してまいります。 
 
問 2 
 今次の震災による物資の不足を受けて，事業者が共同して又は事業者団体が，顧客 1
人当たりの販売個数を調整したり決定したりすることは，独占禁止法上問題となります

か。 
. 
答 
 被災地に優先的に物資が供給されるようにする，顧客に物資が広く行き渡るようにす

るといった緊急の対応として専ら行われるものであって，物資の不足が深刻な期間及び

地域において実施されるものであれば，独占禁止法上問題となるものではありません。

一方，そのような調整を，著しい物資の不足が解消された後になっても続ける場合には，

独占禁止法上の問題が生じますので，御注意ください。 
 
問 3 
 大規模小売業者が，納入業者に対して，被災したスーパーの原状回復や再陳列作業へ

の協力を要請することは，優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となりますか。 
. 
答 
 被災者の生活の糧を供給する拠点となる大規模小売業者の営業が迅速に開始される

ことは，被災地の復興や被災者の生活支援にも資するものであり，大規模小売業者と納

入業者との間で協議が行われた結果，被災した大規模小売業者の原状回復や再陳列作業

http://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/23jishinqa.html


 

への協力を行うことになったとしても，独占禁止法上問題となるものではありません。

しかしながら，震災を口実として大規模小売業者が納入業者に対し，不当に不利益を与

えることとなるような場合には，独占禁止法上の問題が生じ得ますので，御注意くださ

い。 
 
問 4 
 親事業者が被災し，工場等が滅失するなどして親事業者に受領能力がないことを理由

に，受領拒否することは下請法上問題となりますか。 
. 
答 
 下請事業者に責任がある場合を除き，受領拒否をすることは，下請法上問題となりま

すので，代替的な工場での受領の可能性も含め，親事業者は可能な限り受領する手段を

講ずる必要があります。しかしながら，親事業者が被災し，工場等が滅失するなどして，

客観的にみて当初定めた納期に受領することが不可能であると認められる場合に，例え

ば，両者間で十分協議の上，相当期間納期を延ばすこととなったときには，そのような

事情を十分考慮して対応することとなります。 
 なお，親事業者は，このような特別な事情や経緯について，事後的にも分かるような

記録を残しておくことが望まれます。 
 
問 5（4 月 5 日追加） 
 仕事を失った被災者を地域でなるべく多く従業員として受け入れたい。その際，関係

事業者が共同して，又は事業者団体が，賃金，労働時間等について調整したり決定する

ことは，独占禁止法上問題となりますか。 
. 
答 
 被災者をどのような条件で雇用するかという雇用契約上の問題ですので，労働関係法

令上の考慮の必要性は別として，独占禁止法上は問題となるものではありません。 
 
問 6（4 月 19 日追加） 
 親事業者が，風評に基づき受領拒否や返品を行うことは，下請法上問題ないですか。 
. 
答 
 下請事業者に責任がある場合を除き，親事業者が，発注した商品の受領を拒むことや

一旦受領した後にその商品を引き取らせることは，下請法上問題となります。 
 個別の事案については，具体的な事実を踏まえて判断することになりますが，例えば，

震災の被害を受けた原子力発電所の所在する県と同一の県に下請事業者が所在するこ

とを専らの理由として，親事業者が下請事業者の納入した商品の受領を拒むこと又は一

旦商品を受領した後にその商品を引き取らせることは，下請法違反となるおそれがあり

ますので御注意ください。 



 

問 7（5 月 20 日追加） 
 自社の工場が被災し，操業開始のめどが立っていない。また，製品の在庫も尽きつつ

ある。顧客への供給を確保するため，当該製品を生産している競争事業者に自社に代わ

って顧客に供給してもらったり，生産を委託したりすることは，独占禁止法上問題とな

りますか。 
. 
答 
 被災によって自社の供給能力が喪失又は減少した場合に，自社の供給能力が復旧する

までの間，顧客への供給を確保するために必要な範囲で，競争事業者に代替供給を行っ

てもらうことや生産委託を行うことは，独占禁止法上問題となるものではありません。

ただし，代替供給等を契機に，複数の事業者間で相互に価格や供給量等について制限す

ることは問題となりますので，御注意ください。 
 
問 8（6 月 1 日追加） 
 震災の影響により，下請事業者が親事業者から預かっていた物品が破損したことを理

由として，親事業者が損害賠償請求として金銭を下請代金から差し引くことは，下請法

上問題となりますか。 
. 
答 
 親事業者が，下請事業者に責任がないのに，下請代金の減額を行うことは，下請法上

問題となります。したがって，震災の影響により親事業者から預かっていた物品が破損

したとしても，通常，下請事業者に責任があるとはいえず，親事業者が震災による損害

額を下請代金から減額することは，下請法上問題となるおそれがありますので御注意く

ださい。 
 
問 9（6 月 1 日追加） 
 親事業者は部品 A と部品 B によって商品 C を製造しており，部品 B については下請

事業者に製造を発注している場合，被災により部品 A が手に入らなくなったことを理由

に，下請事業者に発注していた部品 B の受領を拒否することは，下請法上問題となりま

すか。 
. 
答 
 個別の事案については，具体的な事実を踏まえて判断することとなりますが，下請事

業者に責任がある場合を除き，受領拒否をすることは，下請法上問題となりますので御

注意ください。 
 
 
 
 



 

問 10（6 月 1 日追加） 
 親事業者の保管施設が被災したことにより，下請事業者が納品しようとした商品をそ

の下請事業者に保管させ，倉庫代等の追加費用が発生した場合，当該費用を下請事業者

に負担をさせることは，下請法上問題となりますか。 
. 
答 
 下請事業者に対し，親事業者が支払うべき費用を負担させることは，不当な経済上の

利益提供要請として下請法上問題となりますので，親事業者が追加費用を負担する必要

があります。しかしながら，親事業者が被災し，客観的にみて震災の影響により発生し

た追加費用を直ちに負担することが不可能であると認められる場合に，例えば，両者間

で十分協議の上，一時的に下請事業者が費用の一部を負担するときは，そのような事情

を十分考慮して対応することとなります。なお，親事業者は，このような特別な事情や

経緯について，事後的にも分かるような記録を残しておくことが望まれます。 
 
問 11（6 月 1 日追加） 
 震災の影響により生産・調達コストが大幅に上昇したため，下請事業者が単価引上げ

を求めたにもかかわらず，親事業者が従来の単価を据え置くことは下請法上問題となり

ますか。 
. 
答 
 御指摘の生産・調達コストが大幅に上昇するなど震災の影響による単価の引上げにつ

いては，親事業者と下請事業者との間で十分協議を行って決定することが望まれます。

個別の事案については，具体的な事実を踏まえて判断することとなりますが，例えば，

震災の影響により下請事業者のコストが通常の発注に比べて大幅に増加するような発

注にもかかわらず，下請事業者と十分に協議することなく，通常の発注をした場合の単

価と同一の単価に一方的に据え置くことは，買いたたきとして下請法上問題となるおそ

れがありますので御注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別紙 
1 (公財）全国中小企業取引振興協会 25 (公財)ふくい産業支援センター 

2 
(公財)北海道中小企業総合支援センタ

ー 
26 (公財)滋賀県産業支援プラザ 

3 
(公財)21 あおもり産業総合支援センタ

ー 
27 (公財)京都高度技術研究所 

4 (公財)いわて産業振興センター 28 (公財)大阪産業振興機構 

5 (公財)みやぎ産業振興機構 29 (公財)ひょうご産業活性化センター 

6 (公財)あきた企業活性化センター 30 (公財)奈良県地域産業振興センター 

7 (公財)山形県企業振興公社 31 (公財)わかやま産業振興財団 

8 (公財)福島県産業振興センター 32 (公財)鳥取県産業振興機構 

9 (公財)茨城県中小企業振興公社 33 (公財)しまね産業振興財団 

10 (公財)栃木県産業振興センター 34 (公財)岡山県産業振興財団 

11 (公財)群馬県産業支援機構 35 (公財)ひろしま産業振興機構 

12 (公財)千葉県産業振興センター 36 (公財)やまぐち産業振興財団 

13 (公財)埼玉県産業振興公社 37 (公財)とくしま産業振興機構 

14 (公財)東京都中小企業振興公社 38 (公財)かがわ産業支援財団 

15 (公財)神奈川産業振興センター 39 (公財)えひめ産業振興財団 

16 (公財)にいがた産業創造機構 40 (公財)高知県産業振興センター 

17 (公財)長野県中小企業振興センター 41 (公財)福岡県中小企業振興センター 

18 (公財)やまなし産業支援機構 42 (公財)佐賀県地域産業支援センター 

19 (公財)静岡県産業振興財団 43 (公財)長崎県産業振興財団 

20 (公財)あいち産業振興機構 44 (公財)くまもと産業支援財団 

21 (公財)岐阜県産業経済振興センター 45 (公財)大分県産業創造機構 

22 (公財)三重県産業支援センター 46 (公財)宮崎県産業振興機構 

23 (公財)富山県新世紀産業機構 47 (公財)かごしま産業支援センター 

24 (公財)石川県産業創出支援機構 48 (公財)沖縄県産業振興公社 

 



 

 
 
 


